
 

高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類の記載事項等について 新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

新 旧 

高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類

の記載事項等についてを定める規程 

 

 高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書

類の記載事項等についてを別紙のとおり制

定する。 

 

附 則 

１．この規程は、平成２８年３月３０日から

施行する。 

２．高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書

類について（平成 15・03・25 原院第 3号）

は廃止する。 

 

（別紙）高圧ガスの製造許可申請等に係る添

付書類の記載事項等について 

 

 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４

号。以下「法」という。）第５条（製造許可・

届出）、第１６条（貯蔵許可）、第１７条の２

（貯蔵届出）、第２０条の４（販売届出）及

び第２４条の２（特定高圧ガス消費届出）の

規定に基づき、高圧ガスの製造、貯蔵、販売

及び消費に当たって事前に都道府県知事等

への許可申請又は届出を必要としている。 

 各関係規則に定められている許可申請又

は届出の際に添付すべき書類等については、

原則としてできる限り必要最小限のものに

限ることとし、各都道府県における行政手続

きの事務の合理化及び簡素化を図るために、

添付すべき書類に記載する事項等について

別表のとおり明確化した。 

なお、許可を受けて１日１００㎥以上の高

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類

について 

 

 高圧ガス保安法第５条（製造許可・届出）、

第１６条（貯蔵許可）、第１７条の２（貯蔵

届出）、第２０条の４（販売届出）及び第２

４条の２（特定高圧ガス消費届出）の規定に

基づき、高圧ガスの製造、貯蔵、販売及び消

費に当たって事前に都道府県知事等への許

可申請又は届出を必要としている。 

 各関係規則に定められている許可申請又

は届出の際に添付すべき書類等については、

原則としてできる限り必要最小限のものに

限ることとし、各都道府県における行政手続

きの事務の合理化及び簡素化を図るために、

添付すべき書類に記載する事項等について

別表のとおり明確化したので、各経済産業局

及び内閣府沖縄総合事務局並びに各都道府

県に対して通知することとする。 

（参 考） 



 

圧ガスの製造を行う場合を除き、高圧ガスの

製造、貯蔵、販売及び消費を行う際には、そ

れぞれの行為ごとに、都道府県知事等への許

可申請又は届出が必要である。当該許可申請

又は届出を、同一の行政庁に対し同時に行う

場合であって、添付すべき書類の内容が重複

するときは、いずれか一の許可申請書又は届

出書を除き、当該書類を添付することを要し

ない。（ただし、書類の添付を省略した許可

申請書又は届出書には、添付を省略した書類

の一覧表を添付すること。） 

また、移動式製造設備の許可（法第５条第

１項）又は変更許可（法第１４条第１項）と、

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適性

化に関する法律（昭和４２年法律第１４９

号。以下「液石法」という。）における充て

ん設備の許可（液石法第３７条の４第１項）

又は変更許可（液石法第３７条の４第３項）

を、同一の行政庁に対し同時に申請する場合

であって、添付すべき書類の内容が重複する

ときも、いずれか一の許可申請書を除き、当

該書類を添付することを要しない。（ただし、

書類の添付を省略した許可申請書には、添付

を省略した書類の一覧表を添付すること。）

 

許可申請等に係る添付書類の記載事項等に

ついて（別表） 

（略） 

 なお、「高圧ガスの製造許可申請等に係る

添付書類について（平成１０年４月１日付け

平成 10・03・26 立局第 10 号）」は廃止する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可申請等に係る添付書類について（別表）

 

（略） 

 


